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 問合せ 　町民課給付担当　☎６６・３１１１　内線１２３

　現在使用中の保険証は、更新により８月１日㈭以後、使えなくなります。
　新しい保険証（紫色、有効期限は令和２年７月３１日まで）を７月中旬に簡易書留郵便で発送します。簡易書留

郵便を受け取る際には、印鑑が必要で
す。保険証がお手元に届きましたら、
住所・氏名・生年月日など、内容に誤
りがないかをお確かめください。
　また、保険証の裏面には、臓器提供
意思表示欄が設けられています。（個
人情報保護シールは同封します。）

後期高齢者医療の保険証が更新されます

後期高齢者医療保険料「納入通知書」を発送します
　後期高齢者医療保険料を年金から天引きされていない方については、令和元年度分の納入通知書を７月中旬に発送
します。納期限までに納付をお願いします。
　なお、保険料を納入通知書で納入される方で口座振替を希望される方は、口座振替依頼書（金融機関への届出印の
押印が必要）を役場町民課又は口座振替取扱い金融機関にご提出ください。
※後期高齢者医療保険料は、町税などが口座振替となっている方でも、新たに口座振替の手続きが必要です。

　 問合せ 　町民課給付担当　☎６６・３１１１　内線１２３

 

　国民健康保険に加入している７０歳から７４歳の方に、有効期限が７月３１日までの高齢受給者証を発行しています。
　現在お持ちの高齢受給者証は、８月以降使えなくなるため、新しい高齢受給者証を７月末までに該当する方へ郵送
します。お手元に届いたら記載内容をご確認いただき、内容に誤りがある場合は、役場町民課までご連絡ください。
　医療機関等を受診する際には、保険証と高齢受給者証をいっしょに提示し、高齢受給者証に記載されている「一部
負担金の割合」により支払いすることになります。
　「一部負担金の割合」は、毎年７月１日現在の世帯の状況と前年の所得に基づき、判定します。

※ 世帯に国民健康保険に加入されている７０歳から７４歳の方で、一人でも
課税標準額が１４５万円以上の方がいる場合は、該当者全員が現役並み所
得者となり３割負担となります。
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 国民健康保険「高齢受給者証」を更新します 

一 部 負 担 金 の 割 合
現役並み所得者以外 ２割
現 役 並 み 所 得 者※ ３割

チケット絶賛販売中！！
好評に伴い増席いたしました。是非
本場所さながらの取組や巡業ならで
はの１日をお見逃しなく、握手会８
時頃開催予定！！
開催日時　 ８月７日㈬　午前８時開

場から午後３時打出し
（終了）

開催場所　 秩父市文化体育センター
チケット料金（1名様分税込）
　タマリ席Ａ（記念座布団付）
　13,000円～2階Ａ席6,000円
　残りわずかなお席もあります。
　お早めに
　完売：タマリ席Ｓ・車いす席

チケット絶賛販売中
◆販売所◆
ＪＡちちぶ（本店）　　 　　☎22・3645
ＪＡちちぶ各支店窓口にて販売
秩父市文化体育センター　☎24・4004
矢尾百貨店　　　　　　　☎22・6445（直）
　　　　　　　　　　　　５階：矢尾トラベルサロン
秩父観光興業㈱　　　　　☎048・524・9795
㈱農協観光　熊谷支店　　☎048・522・1532
力士料理本橋　　　　　　☎042・001・2894
チケットぴあ　　　　　　☎0570・02・9999
ローソンチケット　　　　☎0570・000・732
イープラス　　　　　　　Ｆhttp://eplus.jp/

詳しくは大相撲興行情報をご覧ください。
Ｆhttp://hamadai.com/
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